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◎３月 17 日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医

療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」に基づく調査について Ｑ＆Ａ 

 

１．①-1 医療機関の確保 

施設内療養を行う高齢者施設等への補助の要件として、医療機関との連携が求められて

いるが、居住系（有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等）のように入所者個人単

位でかかりつけ医を持つ場合は、施設としての連携医療機関を持たなくても、当該要件を満

たすか。  

（答）  

入所者により、対応する医療機関が異なっても良いが、全入所者についてそれぞれ対応す

る医療機関を確保する必要がある。 

 

２．①-1 医療機関の確保  

施設内療養を行う高齢者施設等への補助の要件として、医療機関との連携が求められて

いるが、嘱託医との契約のみをもって○としてよいか。  

（答）  

施設の入所者に新型コロナの感染者が発生した際に、嘱託医が以下の３点に対応するこ

ととなっているのであれば、要件を満たすこととしてよい。  

・施設からの電話等による相談への対応  

・施設への往診（オンライン診療含む）  

・入院の要否の判断や入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む) 

 

３．①-1 医療機関の確保  

入院調整に対応する医療機関の確保を要件としているが、当該医療機関が入院を受け入

れる必要があるのか。  

（答）  

「入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)」と記載のとおり、当該医療機関が入院

を受け入れる必要があるという趣旨ではなく、当該医療機関がそれ以外の医療機関との入

院調整を行う意思があることが確認できていれば、要件を満たすこととしてよい。 

 

４．①-1 医療機関の確保  

医療機関の確保について、いつまでに確保予定であれば、要件を満たすか。  

（答）  

回答期限の４月２４日時点で確保している必要がある。 
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５．①-1 医療機関の確保  

連携医療機関の３つの要件（施設からの電話等による相談への対応、 施設への往診（オ

ンライン診療含む）、入院の要否の判断や入院調整 (当該医療機関以外への入院調整も含

む)）について、１つの医療機関で全てを満たす必要があるか。  

（答）  

それぞれ別の医療機関で対応する場合も要件を満たすこととしてよい。なお、その際も①

-２について、主な医療機関をひとつ記入することで差し支えない。 

 

６．② 研修及び訓練  

研修および訓練について、運営基準上は、業務継続計画に従って実施することが前提とな

っているが、業務継続計画が策定され、かつ、当該業務継続に従った研修・訓練でなければ、

補助の要件を満たさないのか。  

（答）  

業務継続計画に基づく研修・訓練ではなく、感染症の予防及びまん延防止にかかる研修・

訓練を指す。（例：介護老人保健施設の運営基準第 29 条）  

  

７．③ オミクロン株対応ワクチン接種  

２回目接種について、接種を実施する予定年月日について、期限はあるか。  

（答）  

期限は定めていないが、可及的速やかに希望者に対する接種が実施されることが求めら

れる。なお、２回目接種は３回目接種の秋冬をもって終了予定であるので留意いただきたい。 

 

８．○調査全体について  

施設内療養を行う高齢者施設等への補助について、４月２４日の回答期限時点で要件を

満たしていなかったが、その後要件を満たした場合、要件を満たすことを確認できた時点か

ら、当該補助の対象とされるのか。   

（答）  

高齢者施設等と医療機関との連携については、これまでも、その体制の確保に取り組んで

きていただいたところである。また、感染症の予防及びまん延のための研修・訓練について

も、令和３年度介護報酬改定により、努力義務としている。さらに、希望する入所者へのワ

クチン接種についても、これまで都道府県及び市区町村を通じて、接種体制の構築等に繰り

返し取り組んでいただいてきたところである。  

上記のとおり、本要件に関する取組はこれまでもお願いしてきたことから、４月２４日の

回答期限の時点で要件を満たしていた施設のみ、補助対象とすることとしている。 


